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「死士鋳画像診断検討素」

Ai診断制度の導入に向け

医療過誤遺族として望むこと
一ごまかし防ぐ工夫が不可欠―
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高橋 純
医療過誤原告の会 副会長
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●遺体のAi診断の目的
・遺族にとつて死因を知る手段の一つ
・安全な医療の実現
・医学、医療の進歩

●導入を基本的に支持
・制度、体制造りを早急に

●重要事項
・Ai診断結果 :遺族へ正確かつ十分な説明
・診断結果が第3者による検証も可能
・公開の道を完備

SA:診断③危うかね雨
●懸念
・医療側の一方的説明
・都合の悪い事実を隠した説明やミスを隠すための説明
・遺族が真実を知らないまま、“納得"してしまう恐れ
・Ai診断の万能化 (解割への非連携)

●懸念払拭のために
,診断結果、説明内容が第3者によって検証できる
・診断結果を遺族が第3者に開示可能
・医療版事故調査機関が利用可能

●医療 、医学の発展のために
・得られた診断データを一元的に管理して公開・利用

藩 醸霊檬婆ミ誨菫資0)総撻撻墨一虚

●提 訴
・娘の死の真実を知るために大学側に調査を申し入れ。しか
し、真剣に対応しない

・2001年5月 提訴

①脳内刺入ミスに対して何の手当てもせず

②術後管理においては、敗血症、DIC発症が検査データ上

明らかであったにもかかわらず、適時適切な対応を怠つた

ため、急速に病状が悪化し、死に至つた

ユ大翁鐙濾糠への対応

●Ai診断を実施する背景
・患者が予期しないような突然あるいは急激な
病状悪化によつて死亡した場合が多い

・画像の読影などは極めて専門的

●十分な説明を
・家族急死に動揺する遺族を理解
・Alの意義:必要性を十分説明
・Ai診断の結果説明:遺族に理解出来るように
分かりやすい説明

導 購機事畿総檬m-1
●手術後急死
・娘 (当 時20蔵 )は 1997年 12月 、都内の私立医大病院形
成外科て下額骨骨折の整復固定手術
・手術直後に細菌感染による敗血症と、それを基礎疾患と

棚 冒ξ誓眠努墨宴瞥]蝙譲雫貯約50印す
・医師の1人からの解剖の提案は断る

●2年半後、その医師が内部告発
・手術の際、骨折固定用の鋼線を1出 内に誤劇入するミスが

起き、術後管理にも問題があつた



6添 糠率畿⑪総滲…3

●裁判結果
・2005年 1月 に地裁で敗訴

・07年 12月 に控訴審でも敗訴

・09年 6月 に最高裁でも楽却され、敗訴が確定

・争点 1:脳 内剌入について

いずれの裁判所も当方の主張を退けた

・争点 2:術後管理の社撰さについて

高裁は病院側の幾つかの注意義務連反・過失を

認めたが、死亡との因果関係までは認めなかつた

○ヽ 鰯ぶしてもヽたも

●解剖していたらと悔やまれる

・脳内刺入が直ちに確認されたことは間違いない

・貫通孔が中頭蓋底骨にあること、

・そこから脳内上部の出血痕まで細い、ほぼ直線

状の「刺入孔」が残っていること

一などが確認され、裁判に訴えるまでもなく、手術ミ
ス、術後管理の社撰さなどが解明されていた

rm総鸞灘Nll入一機簿翁主張(弩 )

●刺入の根拠
・レントゲン写真(資料A=側面像、資料B=正面像)

・CT画像(5ミリ厚。資料C)

・医師の目撃証言

`  ・鑑定意見書 :7通

医学者5氏

慶大脳神経外科客員教授、千葉大口腔外科講師、

新潟大名誉教授〓神経放射線、

帝東大放射線科教授・助教授

弩総 鮫機:こ (1)

●Ai診断導入の検討会
。画期的で、誠に歓迎すべき動きである
。私が「危うさ」を指摘し、「第3者による検証」および
「公開」の道を完備することを不可欠と提案する
。自分のような体験を防止する制度的保証が必要

●Ai診断、必要によつては解剖が定着すれば、少なく
とも死因が曖昧な死亡が多数発生したり、家族の死
因に納得できない遺族が多くいる不幸な現状の改善
に大いに寄与できよう

●まだ医療現場で見られる「虚偽」「歪曲」「隠蔽」の排
除も可能となる               .■ |‐

SN糠 轟濃鋼入――懇芳籍主張 (2)

●アンケート調査
・全国の脳神経外科、神経放射線科の学者、専門家に、

レントゲン写真およびCT画像をCD化して送る

・回答結果(36氏)の一覧表、資料D
・ほとんどの学者、専門家が脳内刺入を認め、刺入を否定
する専門家はゼロ

・特に脳内の出血痕については「可能性」を含め36人中
34人が「直線状物体による穿通疲」と認定

鋼線は中頭蓋底から65ミリ上部まで刺入され、その後
引き戻されたものの、直後に撮影されたレントゲン写真
からは依然として先端都10ミ リ前後が1選内に残つてい

る一ことは明らかである

S武学綴の意糧

●レントゲン写真について
「下方からの撮影であり、下位の猥関節にとどまった鋼線先端部

がフィルムでは上位にある錐体上緑のさらに上位に写つただけ
で、刺入はしていない」

●CT画像について
「脳内出血疲は受傷による梗塞性出血」

●当方の基本的疑問
。「下方とは何度か」には最後まで答えず
・「レントゲンによる再現実験を実施すべきだ」との求めに
応じなかつた

ホこれらはごく簡単なこと。破綻回避の態度である



奪盆 最 畿 lξ (選 )

●医療界、行政そして医療過誤の被害者・遺族など
が切望している医療版事故調査機関設立の動き
は、政権交代後1年余、残念ながらストップしたまま ‐

になつている                   .
●安全な医療を実現する上で、Ai診断の導入と並行 ‐

して同機関の早期設立に向けての努力が今後精 |
力的に積み上げられるように心から願つている  |

●それらの実現は、医療の質の向上、安全医療の |
確保に資することにもなる

●医学、医療の発展にも大いに役立つ



◎資料A 術中レン トゲン側面像 2010年 10月 作成資料

撮影 :1997年 12月 15日 、N医大付属病院で手術中に撮影。術中撮影で、真横

からの側面像でなく、顔面右斜め前からの撮影もただし、水平方向からか、下方から

かで、両者に決定的違いがある。

刺入部位 :鋼線先端のすぐ下に左から右にゆるい右下がりの白い線が写っている。こ

れが右側頭骨錐体部の上縁 (錐体上縁)で、脳内のこの部分では最も上位に骨組織で

ある。錐体上縁の後ろ側はほぼ垂直の崖状で、深い後頭蓋底に至る。他方、錐体上縁

の前側はなだらかな傾斜で中頭蓋底に至る。中頭蓋底の下側が下顎省で、顎関節の空

隙 (自 然開口時で数ミリ程度)を挟んで下顎骨の先端 (下顎頭)と 向かい合 う。下顎

省は円蓋状で、その部分の頭蓋底骨は薄いところでは厚さはわずか 1ミ リ程度と極め

て薄い。鋼線はこの下顎鴛を貫通して脳内に刺入された。

高橋側の読影=左右の眼富、左右の下顎角、上下歯列の写り具合・位置関係からこ



のレントゲン写真がほぼ水平方向から撮影されたのは明白である。この写真上で鋼線

先端が錐体上縁より上位に写っていることから、先端が下顎鴛を貫通して脳内に刺入

され、レントゲン撮影の時点でも依然残留していることも明白である。そして錐体上

縁と下顎富とは 1セ ンチないしそれ以上の高度差があるのだから、脳内に残留してい

る鋼線は少なくともおよそ 1センチと推定できる。

もし、N医大のいうように、(イ )撮影は下方から行われた (口 )鋼線先端が顎関節

・下顎嵩にとどまっており、刺入はしていなしヽ というのであれば、下顎骨や歯列は

下から見上げたため馬蹄形になって写りはずであるがそうは写つていない。また、下

方から撮影 したのであれば、鋼線先端周辺やその上に、当然ながら、錐体骨の上縁や

頭蓋底部分が鮮明に写るはずである。ところが、何も写つていない。これ らは下方か

らの撮影ではなかったこと、先端が頭蓋底の下 (顎関節)にはないこと―を示してい

る。先端はそれよりも上位、脳内にあるからこそこのように写ったのである。

N医大の読影=鋼線先端は頭蓋底骨の下側 (顎関節・下顎省部分)に とどまり、脳

内には刺入していない。それにもかかわらず、鋼線先端が錐体上縁より上に写ったの

は撮影が 「下方から」だったためである。




